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平
成
二
十
四
年
四
月
に
第
三
十
期
が

ス
タ
ー
ト
し
て
間
も
な
く
、
本
会
の
現

況
を
踏
ま
え
、
三
つ
の
審
議
会
に
対
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
諮
問
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
特
に
今
期
は
中
間
答
申
を

提
出
い
た
だ
き
ま
し
た
。
各
審
議
会
委

員
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
法
務
ご
多

忙
の
な
か
、
二
年
間
に
亘
り
、
懇
切
丁

寧
に
ご
審
議
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
、
宗
教
教
育
推
進
委

員
会
か
ら
も
、
今
期
の
中
間
報
告
書
及

び
報
告
書
を
提
出
い
た
だ
き
、
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

提
出
い
た
だ
き
ま
し
た
三
つ
の
審
議

会
か
ら
の
答
申
書
と
、
宗
教
教
育
推
進

委
員
会
か
ら
の
報
告
書
が
、
第
三
十
一

期
の
事
業
に
反
映
さ
れ
、
加
盟
団
体
の

さ
ら
な
る
結
束
と
、
一
般
社
会
に
対
し

て
の
仏
教
へ
の
理
解
が
進
む
こ
と
を
、

切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。

審
議
会
・
委
員
会

 
か
ら
答
申
書
と

報
告
書
を
受
け
て

　

全
日
本
仏
教
会
理
事
長

小
林　

正
道

第
三
十
期　

総
務
財
政
審
議
会
答
申
書

総
務
財
政
審
議
会　
委 

員 

長　

芙
蓉　

良
英

副
委
員
長　

中
嶋　

英
見

　

今
期
の
総
務
財
政
審
議
会
で
は
、
小

林
正
道
理
事
長
か
ら
の
諮
問
事
項
二
点

に
つ
い
て
九
回
に
わ
た
り
会
議
を
開
催

し
、
慎
重
に
審
議
を
進
め
て
ま
い
り
ま

し
た
。
こ
こ
に
以
下
の
通
り
答
申
い
た

し
ま
す
。

第
三
十
期
　
総
務
財
政
審
議
会

諮
問
一

�

「
公
益
財
団
法
人
」
と
し
て

の
事
業
展
開
と
方
向
性
に
つ

い
て

　

当
財
団
は
、
伝
統
仏
教
界
唯
一
の
連

合
組
織
と
し
て
定
款
第
二
章
の
「
目
的

及
び
事
業
」
を
推
進
し
て
い
る
。
公
益

財
団
法
人
と
し
て
の
成
立
要
件
で
あ
る
、

不
特
定
多
数
の
方
々
の
利
益
に
供
す
る

公
益
目
的
事
業
比
率
は
、
平
成
二
十
四

年
度
で
八
七
・
五
％
を
確
保
し
て
い
る
。

　

当
財
団
は
、
伝
統
仏
教
界
の
連
合
組

織
と
し
て
結
成
さ
れ
、
国
民
に
関
わ
る

問
題
に
つ
い
て
、
仏
教
界
の
立
場
か
ら

発
信
、
要
請
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

例
え
ば
、
信
教
の
自
由
や
政
教
分
離
の

問
題
、
東
日
本
大
震
災
被
災
地
に
関
す

る
問
題
な
ど
時
局
に
関
わ
る
問
題
に
つ

い
て
政
府
各
省
庁
に
対
す
る
各
種
の
要

請
活
動
事
業
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
当
財
団
が
伝
統
仏
教
界
の
活

動
を
社
会
に
周
知
す
る
事
業
や
、
加
盟

団
体
や
関
係
諸
団
体
の
活
動
を
情
報
集

約
し
発
信
す
る
事
業
、
或
い
は
当
財
団

と
加
盟
団
体
・
関
係
団
体
で
共
同
し
て

行
な
う
事
業
を
社
会
へ
発
信
す
る
事
業

な
ど
も
主
要
な
事
業
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
加
盟
団
体
と
も
交
流
の

あ
る
各
政
党
や
、当
財
団
の
賛
助
会
員
・

仏
教
懇
話
会
員
の
国
会
議
員
と
の
交
流

や
意
見
交
換
の
場
の
設
定
は
、
相
互
の

立
場
や
考
え
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
、
有
意
義
な
事
業
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
年
度
以
降
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
を

実
施
後
、
事
業
費
と
事
業
の
効
果
を
勘

案
し
、
次
の
事
業
の
実
施
に
活
か
す
た

め
の
工
夫
と
中
長
期
的
な
展
望
を
も
っ

て
事
業
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

今
後
、
継
続
し
て
き
た
各
種
の
事
業

を
精
査
し
、
時
代
の
要
請
に
応
え
る
た

め
に
事
業
の
統
廃
合
や
新
た
な
事
業
へ

転
換
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

諮
問
二　

本
会
の
財
源
確
保
に
つ
い
て

　

諮
問
一
の
公
益
財
団
法
人
と
し
て
の

事
業
展
開
と
方
向
性
を
踏
ま
え
て
、
事

業
を
推
進
し
て
い
く
た
め
、
必
要
な
財

源
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
当
財
団
に
と

っ
て
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。

　

現
在
、
加
盟
団
体
に
協
力
い
た
だ
い

て
い
る
負
担
金
は
、
十
六
年
間
据
え
置

か
れ
て
い
る
。

　

各
加
盟
団
体
の
現
状
は
、
例
え
ば
宗

派
予
算
に
お
い
て
は
伸
び
悩
み
や
頭
打

ち
が
、
年
度
ご
と
に
深
刻
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
都
道
府
県
仏
教
会
で
も
近

年
進
め
ら
れ
て
き
た
市
町
村
合
併
が
地

域
仏
教
会
の
合
併
と
は
な
ら
ず
解
散
す

る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
会
費
収
入
の
減
少

が
都
道
府
県
仏
教
会
の
弱
体
化
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
と
し
て
、

日
本
の
経
済
状
況
と
少
子
高
齢
化
、
寺

院
の
行
事
へ
の
不
参
加
、
葬
儀
や
法
事

を
縮
小
し
た
り
取
り
や
め
た
り
す
る

人
々
の
増
加
な
ど
多
く
の
問
題
が
想
起

さ
れ
る
。

　

伝
統
仏
教
界
の
連
合
体
で
あ
る
公
益

財
団
法
人
と
し
て
事
業
推
進
を
行
な
う

た
め
に
は
、
諮
問
一
の
答
申
で
あ
る
事

業
の
精
査
と
、
そ
れ
に
伴
う
事
業
の
継

続
・
統
廃
合
・
新
規
開
始
等
を
踏
ま
え

た
上
で
、
加
盟
団
体
の
理
解
と
協
力
の

も
と
、
次
期
の
当
審
議
会
で
負
担
金
の

見
直
し
作
業
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
。

全仏597.indd   2 14/02/19   14:28



2014年3月1日3 ZENBUTSU

第
三
十
期　

社
会
人
権
審
議
会
答
申
書

社
会
人
権
審
議
会　
委 

員 

長　

伊
藤　

謙
允

副
委
員
長　

山
北　

光
彦

　

併
せ
て
、
伝
統
仏
教
界
を
理
解
さ
れ

る
個
人
、
団
体
を
紹
介
、
仲
介
を
い
た

だ
き
賛
助
会
員
を
増
や
す
な
ど
、
負
担

金
以
外
の
収
入
を
増
や
す
努
力
も
望
ま

れ
る
。�

以　

上

　

今
期
の
社
会
人
権
審
議
会
で
は
、
理

事
長
諮
問
二
項
目
に
つ
い
て
、
七
度
に

亘
る
協
議
を
行
な
い
、
各
加
盟
団
体
の

意
見
を
尊
重
し
慎
重
に
審
議
を
進
め
て

ま
い
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
理
事
長
諮
問

に
つ
い
て
以
下
の
通
り
答
申
い
た
し
ま

す
。第

三
十
期
　
社
会
人
権
審
議
会

諮
問
一

�

「
政
教
分
離
」
と
「
信
教
の

自
由
」
に
つ
い
て

　

第
二
十
九
期
社
会
人
権
審
議
会
諮
問

「
靖
国
神
社
へ
の
首
相
及
び
閣
僚
の
公

式
参
拝
中
止
の
要
請
に
つ
い
て
」
に
お

い
て
答
申
と
し
て
提
出
し
た
内
容
は
、

い
く
つ
か
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と

の
指
摘
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
一
点
目

は
、
本
会
と
し
て
首
相
及
び
閣
僚
が
靖

国
神
社
を
参
拝
さ
れ
る
こ
と
が
「
政
教

分
離
」
と
「
信
教
の
自
由
」
の
原
則
に

抵
触
す
る
と
の
主
張
を
改
め
て
確
認
の

上
、
本
主
張
を
堅
持
す
る
と
し
な
が
ら

も
、
要
請
文
提
出
に
つ
い
て
は
各
伝
統

仏
教
教
団
の
政
治
と
の
関
わ
り
方
を
考

慮
の
上
、
現
代
世
論
に
対
し
て
説
得
力

の
あ
る
も
の
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
い
る
。（
※
第
二
十
九
期

社
会
人
権
審
議
会
答
申
参
照
）

　

今
期
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
八

月
八
日
に
野
田
首
相
宛
に
提
出
し
た
要

請
文
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
よ
り

継
続
的
に
首
相
及
び
閣
僚
が
靖
国
神
社

へ
参
拝
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
評
価
す

る
内
容
で
あ
っ
た
。（
※
但
し
、
本
要

請
文
提
出
後
、
松
原
仁
国
家
公
安
委
員

長
と
羽
田
雄
一
郎
国
土
交
通
大
臣
の
二

名
が
靖
国
神
社
を
参
拝
し
、
同
八
月
二

十
四
日
に
抗
議
文
を
野
田
首
相
宛
で
提

出
し
た
）

　

続
い
て
、
民
主
党
か
ら
自
民
党
へ
政

権
移
行
後
、
四
月
の
例
大
祭
の
際
に
閣

僚
が
複
数
名
靖
国
神
社
を
参
拝
し
た
こ

と
で
、
二
〇
一
三
年
五
月
十
日
に
急
遽
、

安
倍
首
相
宛
へ
抗
議
文
を
提
出
し
た
。

　

こ
の
抗
議
文
に
つ
い
て
は
、
政
権
移

行
後
、
新
閣
僚
に
対
し
て
参
拝
中
止
要

請
を
せ
ず
に
抗
議
文
提
出
に
至
っ
た
こ

と
や
、
内
容
の
中
心
が
憲
法
解
釈
に
つ

い
て
触
れ
る
文
章
で
あ
っ
た
た
め
、
一

部
一
般
の
方
々
に
東
ア
ジ
ア
情
勢
に
関

わ
る
外
交
問
題
と
混
同
し
、
本
会
の
本

来
訴
え
る
べ
き
本
質
を
誤
解
さ
れ
て
捉

え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
必
ず
し
も
第

二
十
九
期
答
申
の
現
代
世
論
に
対
し
て

説
得
力
の
あ
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ

た
と
考
え
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
三

年
八
月
五
日
に
安
倍
首
相
宛
に
提
出
し

た
要
請
文
に
つ
い
て
は
内
容
を
私
た
ち

の
主
張
が
一
層
明
確
に
伝
わ
る
よ
う
刷

新
し
、
ま
ず
は
全
て
の
戦
争
犠
牲
者
に

対
し
丁
重
な
追
悼
供
養
を
行
な
っ
て
い

る
旨
を
説
明
し
た
上
で
、
宗
教
者
と
し

て
各
ご
遺
族
が
真
実
と
仰
ぐ
宗
教
に
よ

っ
て
供
養
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
い

う
内
容
に
変
更
し
た
。

　

以
上
が
第
三
十
期
に
行
な
っ
た
靖
国

神
社
に
関
す
る
主
な
要
請
活
動
で
あ
る

が
、
要
請
文
提
出
の
理
由
で
あ
る
「
政

教
分
離
」「
信
教
の
自
由
」
の
精
神
は
、

私
た
ち
宗
教
者
に
と
っ
て
極
め
て
重
大

な
問
題
で
あ
り
、
今
後
も
継
続
的
に
主

張
を
行
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。
し
か
し
、
今
期
に
お
い
て
も
、

要
請
文
の
提
出
が
マ
ス
コ
ミ
に
よ
り
報

道
さ
れ
る
と
、
本
会
に
対
し
非
常
に
多

く
の
意
見
や
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、

殆
ど
の
方
は
本
会
の
主
張
す
る
意
図
を

理
解
し
て
お
ら
ず
、
本
会
の
主
張
を
靖

国
神
社
の
存
在
理
由
に
重
ね
あ
わ
せ
、

首
相
及
び
閣
僚
の
参
拝
に
反
対
す
る
と

い
っ
た
内
容
の
ま
ま
で
は
、
一
般
の

方
々
は
外
交
問
題
や
主
義
思
想
の
問
題

と
誤
解
し
て
捉
え
る
傾
向
が
強
い
と
言

え
よ
う
。

　

今
後
、
こ
う
し
た
要
請
文
提
出
活
動

を
継
続
し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
参
拝

に
反
対
す
る
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
全

て
の
戦
争
犠
牲
者
に
対
し
て
の
尊
崇
の

念
を
強
調
し
た
上
で
、
強
く
社
会
に
対

し
本
会
の
主
張
を
広
報
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た

要
請
文
の
提
出
が
一
般
国
民
の
意
識
と

乖
離
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
政
教

分
離
」「
信
教
の
自
由
」
の
精
神
を
他

の
方
法
で
訴
え
る
手
段
も
模
索
す
る
こ

と
も
併
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

次
に
、「
政
教
分
離
」「
信
教
の
自
由
」

の
法
律
解
釈
に
つ
い
て
、
第
三
十
期
第

五
回
社
会
人
権
審
議
会
に
大
石
眞
（
京

都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）
氏

を
招
聘
し
、
委
員
へ
の
講
義
を
行
な
っ

た
。
※
第
五
回
社
会
人
権
審
議
会
報
告
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大
石
氏
は
講
義
の
中
で
、
ま
ず
政
教

分
離
原
則
を
法
律
に
取
り
入
れ
て
い
る

諸
外
国
の
場
合
、
宗
教
排
他
の
た
め
の

法
律
で
は
な
く
、
国
家
が
宗
教
に
対
し

中
立
的
な
立
場
で
あ
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
法
律
で
あ
り
、
日
本
の
場
合
も
憲

法
第
二
十
条
に
「
特
定
の
宗
教
教
義
に

基
づ
く
教
育
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
様
々
な
宗
教

団
体
に
対
し
て
、
国
家
が
中
立
で
あ
れ

ば
良
い
と
い
う
法
律
解
釈
が
な
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
国
民
は
宗
教

排
他
の
精
神
と
誤
解
し
た
解
釈
を
し
て

い
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、「
信
教
の
自
由
」の
解
釈
に
つ

い
て
は
基
本
的
人
権
の
理
念
か
ら
発
展

し
た
も
の
で
、「
政
教
分
離
」
と
相
対

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
首

相
及
び
閣
僚
と
い
う
公
職
に
就
く
者
で

あ
っ
て
も
葬
儀
等
の
宗
教
行
事
へ
の
参

列
に
つ
い
て
は
国
民
の
一
定
の
理
解
を

得
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
刑
務

所
や
病
院
等
の
公
的
機
関
に
お
い
て
も

収
監
者
ま
た
は
患
者
の
人
権
に
配
慮
し

た
形
で
宗
教
行
事
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、日
本
の
場
合「
政

教
分
離
」
に
つ
い
て
、
多
く
の
国
民
が

解
釈
を
誤
解
し
て
い
る
こ
と
は
大
き
な

問
題
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
日
本
国
家

並
び
に
公
的
機
関
の
多
く
は
こ
の
「
信

教
の
自
由
」
を
遵
守
し
て
い
る
点
を
付

け
加
え
る
と
、
実
は
日
本
国
憲
法
及
び

そ
の
解
釈
が
宗
教
尊
重
の
立
場
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

そ
の
上
で
、
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国

神
社
参
拝
問
題
は
、
宗
教
に
対
し
て
中

立
的
で
は
な
く
、「
政
教
分
離
」
の
観

点
か
ら
見
て
公
職
者
が
靖
国
神
社
の
み

へ
参
拝
す
る
こ
と
は
大
き
な
問
題
と
言

え
よ
う
。
同
時
に
「
信
教
の
自
由
」
の

観
点
が
あ
る
か
ら
こ
そ
参
拝
が
可
能
と

な
る
と
い
う
見
方
も
あ
り
、
要
請
文
に

お
い
て
こ
の
二
つ
を
主
張
し
な
が
ら
参

拝
中
止
を
求
め
る
こ
と
は
法
律
解
釈
上

違
和
感
が
あ
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
特
に
解
釈
に
齟

齬
が
生
ま
れ
や
す
い「
政
教
分
離
」の
主

張
に
対
し
て
は
、
私
た
ち
宗
教
者
が
そ

れ
ぞ
れ
の
教
義
や
知
識
を
一
般
の
方
々

に
浸
透
さ
せ
、
宗
教
に
対
し
て
の
理
解

や
過
去
の
歴
史
に
対
し
て
の
知
識
を
広

め
て
こ
そ
、
主
張
の
本
質
が
理
解
で
き

る
も
の
で
あ
り
、
国
家
へ
の
折
衝
だ
け

で
は
な
く
広
報
や
教
育
等
、
複
合
的
な

啓
蒙
活
動
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社

参
拝
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
代
日
本
の

実
情
か
ら
し
て
既
に
信
教
の
自
由
は
遵

守
さ
れ
て
お
り
、
法
律
解
釈
上
相
対
す

る
「
政
教
分
離
」
と
「
信
教
の
自
由
」

を
同
時
に
訴
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
政
教

分
離
」
に
絞
っ
た
要
請
に
変
更
す
る
こ

と
や
、
逆
に
仏
教
施
設
で
の
戦
没
者
供

養
に
も
参
加
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る
内

容
に
す
る
等
、
現
代
社
会
に
合
っ
た
国

民
に
理
解
さ
れ
や
す
い
活
動
を
模
索
す

る
時
期
に
き
て
い
る
と
考
え
る
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
中
間
報
告
で
記
載

し
た
と
お
り
、
本
会
が
こ
れ
ら
二
つ
の

主
張
を
行
な
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
な

活
動
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ

今
後
も
継
続
的
に
主
張
は
続
け
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

諮
問
二

�

仏
教
界
と
し
て
の
危
機
管
理

に
つ
い
て

　

第
三
十
期
社
会
人
権
審
議
会
諮
問
に

も
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
二
〇
一

一
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本

大
震
災
で
注
目
を
集
め
る
「
寺
院
の
危

機
管
理
」
は
、
災
害
対
策
も
一
つ
の
大

き
な
課
題
と
言
え
る
が
、
こ
の
寺
院
の

危
機
管
理
は
現
代
社
会
に
お
い
て
多
岐

に
わ
た
っ
て
お
り
、
喫
緊
の
課
題
が
多

い
。
第
二
十
九
期
に
お
い
て
は
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
形
式
で
布
施
の
料
金
定
額
化

問
題
や
、
加
盟
団
体
顧
問
弁
護
士
連
絡

会
を
通
し
て
寺
院
の
不
活
動
法
人
問
題

等
が
話
し
合
わ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
問

題
は
仏
教
界
全
体
の
問
題
で
あ
り
、
各

加
盟
団
体
の
包
括
法
人
と
被
包
括
法
人

が
連
携
し
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
。

　

既
に
中
間
答
申
で
報
告
し
た
と
お
り
、

前
期
の
社
会
人
権
審
議
会
に
お
い
て
は

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
放
射
能
被
害
に

よ
る
人
権
侵
害
、
過
去
帳
閲
覧
に
よ
る

人
権
侵
害
の
問
題
や
、
国
税
通
則
法
改

正
の
問
題
が
協
議
さ
れ
た
。
諮
問
二
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
以
下
に

そ
の
詳
細
を
報
告
す
る
。

①�　

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電

所
事
故
を
め
ぐ
る
課
題
に
つ
い
て

　

本
会
で
は
現
在
ま
で
「
シ
リ
ー
ズ
い

の
ち
と
原
子
力
」
と
題
し
た
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
二
度
開
催
し
て
い
る
（
第
一
回 

原
子
力
発
電
と
は 

平
成
二
十
四
年
八

月
一
日
開
催　

第
二
回 

放
射
能
被
害

と
は 

平
成
二
十
五
年
三
月
八
日
開
催
）。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
東
日
本
大
震
災

に
伴
う
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
事
故
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
発
生

し
地
域
を
汚
染
し
た
の
か
、
ま
た
、
漏

洩
し
た
放
射
能
に
よ
る
人
体
へ
の
影
響

と
し
て
内
部
被
ば
く
問
題
を
取
り
上
げ
、
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今
後
風
評
に
よ
る
差
別
と
い
っ
た
人
権

侵
害
に
対
し
仏
教
界
も
取
り
組
み
が
必

要
で
あ
る
点
を
危
機
管
理
の
観
点
か
ら

意
識
を
高
め
た
。

　

ま
た
、
当
該
地
域
の
寺
院
に
関
連
す

る
問
題
と
し
て
、
復
興
庁
の
と
り
ま
と

め
た
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
に
つ
い

て
、
意
見
募
集
の
段
階
か
ら
一
貫
し
て

「
祭
り
な
ど
の
地
域
の
伝
統
・
文
化
の

継
承
」
を
訴
え
、
復
興
再
生
の
為
の
施

策
か
ら
「
宗
教
文
化
」
を
は
ず
す
こ
と

へ
の
内
容
提
言
を
行
な
っ
た
（
意
見
募

集
期
間
：
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
日

～
七
月
三
日
）。
し
か
し
当
初
の
復
興

庁
か
ら
の
回
答
は
、
あ
く
ま
で
文
化
・

観
光
の
再
生
の
観
点
で
し
か
取
り
扱
う

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
、
平

成
二
十
四
年
七
月
十
三
日
に
閣
議
決
定

さ
れ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
平
成
二
十
四
年
八
月

八
日
、野
田
首
相
と
平
野
復
興
大
臣（
当

時
）
に
対
し
要
望
書
を
提
出
。
他
、
福

島
復
興
再
生
に
関
係
す
る
国
会
議
員
九

名
に
対
し
個
別
に
陳
情
を
行
な
い
、
閣

議
決
定
後
で
は
あ
る
が
、
運
用
の
面
で

地
域
に
根
付
く
宗
教
施
設
や
宗
教
儀
式

を
復
興
対
象
か
ら
排
除
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
強
く
要
請
を
行
な
っ
た
。（
平

成
二
十
四
年
八
月
十
七
日
、
復
興
庁
統

括
官
よ
り
、
宗
教
施
設
で
あ
っ
て
も
直

ち
に
国
の
復
興
支
援
の
対
象
外
と
す
る

の
で
は
な
く
、
地
域
の
伝
統
文
化
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
実
質
的
に
判

断
す
る
と
の
補
足
回
答
が
送
ら
れ
て
き

て
い
る
。）

　

被
災
地
で
は
、
未
だ
復
興
の
道
筋
す

ら
つ
か
な
い
地
域
も
多
く
、
こ
う
し
た

場
所
に
存
在
す
る
寺
院
や
、
そ
こ
に
住

む
人
々
が
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
な
く
復

興
を
果
た
せ
る
よ
う
、
今
後
も
国
家
の

施
策
に
対
し
て
留
意
し
、
必
要
が
あ
れ

ば
政
府
等
の
行
政
機
関
へ
陳
情
や
要
請

を
行
な
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え

る
。

②�　

国
税
通
則
法
改
正
に
よ
る
寺
院
へ

の
影
響

　

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
よ
り
施
行

さ
れ
た
新
国
税
通
則
法
は
、
税
務
署
員

の
調
査
権
が
強
化
さ
れ
、
非
違
の
疑
い

が
あ
る
場
合
の
無
通
告
検
査
や
提
出
書

類
の
税
務
署
へ
の
留
置
き
、
提
出
書
類

を
拒
否
し
た
場
合
の
罰
則
に
も
触
れ
る

内
容
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
過
去
帳

や
檀
信
徒
名
簿
な
ど
の
個
人
情
報
を
含

む
書
類
に
つ
い
て
も
提
出
を
迫
ら
れ
た

場
合
、
こ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い

点
も
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な

問
題
と
な
っ
た
。

　

本
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年

度
加
盟
団
体
顧
問
弁
護
士
連
絡
会
に
お

い
て
石
村
耕
治
白
鷗
大
学
教
授
と
そ
の

対
応
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
に
関
す
る
機
微
情
報
は
例
え
守

秘
義
務
が
あ
る
調
査
官
に
も
明
か
す
こ

と
は
許
さ
れ
ず
、
こ
う
し
た
知
識
を
加

盟
寺
院
に
対
し
て
包
括
法
人
が
指
導
を

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
旨
が
確
認
さ

れ
た
。

　

今
期
社
会
人
権
審
議
会
で
も
、
寺
院

の
危
機
管
理
対
策
の
一
環
と
し
て
、
特

に
、
過
去
帳
に
お
い
て
は
閲
覧
禁
止
ス

テ
ッ
カ
ー
等
を
用
い
、
加
盟
寺
院
に
対

し
決
し
て
外
部
へ
の
閲
覧
を
許
可
し
な

い
よ
う
各
加
盟
団
体
に
対
し
引
き
続
き

呼
び
か
け
て
い
く
方
針
で
あ
り
、
課
税

強
化
対
策
と
共
に
取
り
組
ん
で
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
。

③　

今
後
の
危
機
管
理
対
策

　

今
期
社
会
人
権
審
議
会
に
お
い
て
諮

問
二
に
対
し
以
上
の
内
容
が
報
告
・
協

議
さ
れ
た
が
、
前
述
の
通
り
「
寺
院
の

危
機
管
理
」
対
策
は
こ
れ
が
全
て
で
は

な
く
、
時
局
に
よ
り
様
々
な
対
応
に
迫

ら
れ
る
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
実
際
危
機
が
起
こ
っ
た
場
合
の
対

策
と
し
て
、
政
界
と
の
関
係
強
化
の
案

も
意
見
と
し
て
出
さ
れ
て
お
り
、
本
会

の
仏
教
懇
話
会
を
中
心
と
し
た
国
会
議

員
と
の
通
常
時
の
関
係
を
密
接
に
す
る

こ
と
も
重
要
で
、
有
事
の
際
は
行
政
へ

の
陳
情
等
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
よ
う
準

備
す
る
こ
と
も
危
機
回
避
対
策
と
し
て

非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
の
他
、
今
後
起
こ
り
う
る
事
態
を

想
定
し
て
各
委
員
か
ら
は
以
下
の
よ
う

な
仏
教
界
の
危
機
管
理
対
策
の
案
が
挙

が
っ
た
。

・�

今
期
開
催
し
た
新
出
生
前
診
断
を
取

り
上
げ
た
講
演
会
の
よ
う
な
生
命
倫

理
問
題
や
人
権
的
見
地
か
ら
死
刑
制

度
問
題
等
に
も
継
続
し
て
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う

し
た
社
会
問
題
に
対
し
対
応
を
怠
る

と
宗
教
離
れ
を
助
長
し
て
し
ま
う
可

能
性
も
あ
る
。

・�

僧
侶
の
不
祥
事
問
題
に
つ
い
て
は
、

子
弟
教
育
の
方
法
も
含
め
て
検
討
を

行
な
う
必
要
が
あ
る
。
僧
侶
の
道
念

と
資
質
を
高
め
る
対
策
は
、
各
宗
派

は
も
と
よ
り
、
仏
教
界
全
体
に
亘
る

危
機
回
避
の
重
要
な
対
策
と
な
る
。

　

今
後
は
、
本
会
加
盟
団
体
に
危
機
管

理
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
だ
き
、

各
所
属
寺
院
へ
の
指
導
や
研
修
会
等
を

通
し
て
、
所
属
の
寺
院
・
僧
侶
と
共
に

そ
の
対
策
に
つ
い
て
考
え
、
対
策
を
実

際
に
実
行
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。�

以　

上
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第
六
回
理
事
会

開
催
報
告

～
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
運
営
支
援
、

平
成
二
十
六
年
度
収
支
予
算
等
を
承
認
～

　

一
月
二
十
八
日
午
後
一
時
よ
り
、
東
京
・

明
照
会
館
四
階
第
一
会
議
室
に
お
い
て
、
第

六
回
理
事
会
を
開
催
し
た
。
理
事
十
七
名
監

事
三
名
が
出
席
し
、
定
款
に
従
い
小
林
正
道

理
事
長
が
議
長
と
な
り
、
議
事
を
進
行
し
た
。

〈
議
案
〉

第
一
号�

【
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

運
営
支
援
第
三
フ
ェ
ー
ズ
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る
件
】

　

下
田
正
弘
大
蔵
経
推
進
会
議
議
長
が
資
料

に
基
づ
き
説
明
を
し
た
。
下
田
氏
は
、
大
蔵

経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
運
営
支
援
第
三

フ
ェ
ー
ズ
（
＝
大
蔵
経
研
究
推
進
会
議
第
二

期
事
業
）
で
は
、
図
像
部
の
デ
ジ
タ
ル
化
、

主
要
経
典
を
中
高
生
に
も
理
解
で
き
る
よ
う

に
和
訳
を
し
た
う
え
で
社
会
に
向
け
発
信
、

日
本
各
宗
派
の
典
籍
を
掲
載
す
る
た
め
の
調

査
実
施
、
等
を
行
い
た
い
と
述
べ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
理
事
か
ら
は
「
若
い
人
た
ち

に
仏
陀
の
教
え
を
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
る
。
本
会
の
何
よ
り
す
べ
き
こ
と

で
あ
る
と
思
う
。」「
永
続
的
と
な
る
と
各
団

体
か
な
り
の
負
担
に
な
る
。
財
政
的
な
こ
と

に
つ
い
て
本
会
で
の
議
を
望
む
。」「
宗
派
で

は
こ
の
事
業
を
臨
時
費
で
組
ん
で
い
る
。
継

続
事
業
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
こ
か
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
負
担
金
に
組
み
入
れ
た
ほ
う
が
良
い

の
で
は
な
い
か
。」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

審
議
の
結
果
、
負
担
金
へ
の
組
み
入
れ
等

に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
こ

と
と
し
、
当
該
事
業
を
支
援
す
る
こ
と
を
全

会
一
致
で
承
認
し
た
。

第
二
号�

【
平
成
二
十
六
年
度
事
業
計
画（
案
）

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
】

第
三
号�

【
平
成
二
十
六
年
度
収
支
予
算（
案
）

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
】

第
四
号�

【
評
議
員
選
定
委
員
会
委
員
の
選
出

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
】

　

以
上
三
件
に
つ
き
、
審
議
の
結
果
全
会
一

致
で
原
案
の
通
り
承
認
し
た
。

〈
協
議
事
項
〉

第
一
号�

【
平
成
二
十
五
年
度
予
算
執
行
状
況

に
つ
い
て
賛
同
を
求
め
る
件
】

　

審
議
の
結
果
、
全
員
よ
り
賛
同
を
得
た
。

第
二
号�

【
機
関
誌
「
全
仏
」
六
百
号
記
念
刊

行
に
つ
い
て
】

　

加
久
保
広
報
文
化
部
長
が
、
加
盟
団
体
所

属
の
全
国
約
七
万
ヵ
寺
へ
届
け
る
こ
と
を
目

的
に
機
関
誌
「
全
仏
」
六
百
号
を
発
刊
し
た

い
旨
の
説
明
を
し
た
。
ま
た
併
せ
て
、
同
誌

の
発
送
協
力
を
加
盟
団
体
に
依
頼
す
る
こ
と
、

並
び
に
各
理
事
か
ら
も
加
盟
団
体
に
働
き
か

け
を
す
る
こ
と
に
理
解
と
協
力
を
求
め
た
。

　

審
議
の
結
果
、
全
員
よ
り
賛
同
を
得
た
。

〈
報
告
事
項
〉

第
一
号�

【
各
担
当
理
事
か
ら
の
現
況
報
告
】

第
二
号�

【
財
団
創
立
六
十
周
年
記
念
事
業
準

備
委
員
会
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
】

第
三
号
【
各
部
報
告
】

新
年
懇
親
会
を
開
催

～
四
百
五
十
名
の
方
が
集
う

　

理
事
会
開
催
同
日
の
午
後
五
時
三
十
分
よ

り
、
ザ
・
プ
リ
ン
ス
パ
ー
ク
タ
ワ
ー
東
京
地

下
二
階
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
Ｆ
Ｇ
に
て
、

新
年
懇
親
会
を
開
催
し
た
。

　

本
会
で
は
、
加
盟
団
体
・
賛
助
会
員
・
関

係
団
体
等
の
交
流
懇
親
を
は
か
る
場
を
提
供

す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
当
懇
親

会
を
開
催
し
て
い
る
。

　

今
年
は
今
期
と
次
期
第
三
十
一
期
の
正
副

会
長
全
員
が
一
堂
に
会
す
る
と
と
も
に
、
例

年
を
大
幅
に
上
回
る
方
々
が
参
集
さ
れ
た
。

　

開
宴
に
先
立
ち
本
会
賛
助
会
員
の
東
映

（
株
）よ
り
、
本
会
推
薦
映
画
ア
ニ
メ
「
ブ
ッ

ダ
２
」
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ
デ
オ
が
ス
ク

リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
、
続
い
て
二
月
八
日

か
ら
の
上
映
に
対
す
る
協
力
依
頼
の
挨
拶
が

あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
正
副
会
長
が
入
場
さ
れ
開
宴
。

　

最
初
に
半
田
孝
淳
現
会
長
が
挨
拶
し
、
仏

教
界
の
今
年
の
抱
負
、
本
会
会
長
在
任
中
の

各
位
か
ら
の
厚
情
に
対
す
る
謝
辞
と
、
次
期

会
長
方
へ
の
期
待
の
言
葉
を
述
べ
ら
れ
た
。

　

次
に
小
林
正
道
理
事
長
が
挨
拶
に
立
ち
、

InterFaith

日
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
大
蔵
経
テ

キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
支
援
事
業
、
救
援
基

金
等
の
本
会
事
業
へ
の
理
解
と
協
力
を
求
め

た
。

　

続
い
て
加
藤
精
一
次
期
会
長
が
、
微
力
な

が
ら
仏
教
界
の
た
め
に
尽
力
す
る
旨
の
挨
拶

を
述
べ
ら
れ
た
。

　

第
三
十
期
・
三
十
一
期
正
副
会
長
紹
介
に

続
き
、
来
賓
の
組
坂
繁
之
部
落
解
放
同
盟
中

央
執
行
委
員
長
よ
り
祝
辞
を
い
た
だ
い
た
。

組
坂
委
員
長
は
、
平
和
な
社
会
を
築
く
た
め

の
連
携
と
協
力
を
本
会
に
期
待
す
る
と
述
べ

ら
れ
た
。

　

北
河
原
公
敬
副
会
長
は
乾
杯
の
挨
拶
の
中

で
、
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
通
称
ダ
ボ
ス

会
議
）
へ
の
参
加
報
告
を
し
、
日
本
の
仏
教

に
世
界
が
期
待
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
、
今

後
も
本
会
よ
り
参
加
を
続
け
て
ほ
し
い
と
述

べ
ら
れ
た
。

　

仏
教
懇
話
会
員
の
紹
介
で
は
、
自
由
民
主

党
政
務
調
査
会
長
の
高
市
早
苗
衆
議
院
議
員
、

民
主
党
代
表
の
海
江
田
万
里
衆
議
院
議
員
、

生
活
の
党
国
会
対
策
委
員
長
の
小
宮
山
泰
子

衆
議
院
議
員
が
そ
れ
ぞ
れ
党
を
代
表
し
て
挨

拶
し
た
。

　

盛
況
の
内
に
午
後
七
時
三
十
分
、
関
﨑
幸

孝
事
務
総
長
の
辞
で
散
会
し
た
。
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十
二
月
（
十
六
日
～
三
十
一
日
）

十
六
日
▼�

花
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ト
協
同
組
合
訪
問
（
日
本

フ
ラ
ワ
ー
会
館
）

　
　
　

▼�

第
十
一
回
東
日
本
大
震
災
支
援
検
討
会
議

開
催

十
七
日
▼
Ｄ
Ａ
Ｔ
今
林
氏
他
来
局

　
　
　

▼�

第
四
十
二
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
和
歌

山
・
高
野
山
大
会
第
七
回
実
行
委
員
会
出

席
（
和
歌
山
県
平
和
会
館
）

　
　
　

▼�

各
審
議
会
答
申
書
及
び
宗
教
教
育
推
進
委

員
会
報
告
書
提
出
（
築
地
本
願
寺
）

十
八
日
▼
東
大
寺
訪
問
（
東
大
寺
事
務
所
）

　
　
　

▼�

全
日
本
宗
教
用
具
協
同
組
合
小
堀
理
事
長

来
局

　
　
　

▼
中
外
日
報
津
村
氏
来
局

十
九
日
▼�

京
都
マ
ラ
ソ
ン
事
務
局
訪
問
（
京
都
マ
ラ

ソ
ン
事
務
局
）

　
　
　

▼
Ｎ
Ｔ
Ｔ
来
局

　
　
　

▼
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
秋
山
氏
来
局

　
　
　

▼
東
映
（
株
）
荻
野
氏
来
局

二
十
日
▼�

日
鐵
住
金
建
材
（
株
）
古
川
氏
他
来
局

二
十
四
日
▼�

加
盟
団
体
顧
問
弁
護
士
連
絡
会
講
師
村

上
興
匡
師
と
打
ち
合
せ
（
大
正
大
学
）

　
　
　
　
▼�InterFaith

日
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
局
内
会
議

　
　
　
　

▼
無
料
法
律
相
談
室

二
十
五
日
▼�（
株
）オ
リ
エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド
坂
本
氏
訪

問
（
オ
リ
エ
ン
タ
ル
ラ
ン
ド
本
社
）

　
　
　
　

▼
曹
洞
宗
宗
務
庁
訪
問

　
　
　
　

▼
厚
生
労
働
省
伊
藤
氏
他
来
局

二
十
六
日
▼
事
務
総
局
仕
事
納
め

　

平
成
二
十
六
年
一
月（
一
日
～
三
十
一
日
）

七
日
▼
事
務
総
局
仕
事
始
め

　
　

▼�

京
都
仏
教
会
事
務
局
訪
問（
京
都　

相
国
寺
）

　
　

▼�

京
都
マ
ラ
ソ
ン
事
務
局
訪
問
（
京
都
マ
ラ
ソ

ン
事
務
局
）

八
日
▼
理
事
会
打
ち
合
せ
（
港
区 

妙
定
院
）

　
　

▼�InterFaith

日
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
催
記
者
会

見
会
場
下
見（
代
官
山
ヒ
ル
サ
イ
ド
テ
ラ
ス
）

　
　

▼�

新
年
懇
親
会
打
ち
合
せ
（
ト
ゥ
ル
ー
・
カ
ラ

ー
ズ
）

九
日
▼
局
内
会
議

　
　

▼
無
料
法
律
相
談
室

十
日
▼
日
蓮
宗
宗
務
院
訪
問

　
　

▼�

東
映
映
画
「
ブ
ッ
ダ
２
」
完
成
披
露
試
写
会

参
加
（
丸
の
内
東
映
）

　
　

▼
Ｎ
Ｈ
Ｋ
橋
本
氏
来
局

十
四
日
▼
表
現
文
化
社
訪
問
（
表
現
文
化
社
）

　
　
　

▼
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｈ
北
川
氏
他
来
局

　
　
　

▼
立
正
佼
成
会
来
局

　
　
　

▼
Ａ
Ｂ
Ｓ
山
中
氏
他
来
局

十
五
日
▼�
加
盟
団
体
顧
問
弁
護
士
連
絡
会
及
び
人
権

問
題
連
絡
協
議
会
会
場
下
見
（
真
言
宗
智

山
派
宗
務
庁
・
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
）

　
　
　

▼�

増
上
寺
新
年
互
礼
会
参
加
（
大
本
山
増
上

寺
大
殿
・
光
摂
殿
講
堂
）

十
六
日
▼�

第
二
回InterFaith
日
本
実
行
委
員
会
開

催
（
京
都 

立
正
佼
成
会
普
門
館
）

　
　
　

▼�InterFaith

日
本
実
行
委
員
会
正
副
主
任

会
議
開
催
（
京
都 

立
正
佼
成
会
普
門
館
）

　
　
　

▼�（
一
財
）埼
玉
県
佛
教
会
平
成
二
十
六
年
新

年
懇
親
会
出
席
（
浦
和
パ
イ
ン
ズ
ホ
テ
ル
）

十
七
日
▼
ス
リ
ラ
ン
カ
仏
教
代
表
団
来
局

　
　
　

▼�（
一
財
）日
本
消
費
者
協
会
主
催
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
打
ち
合
せ
（
日
本
消
費
者
協
会
）

十
九
日
▼�

第
八
十
一
回
自
由
民
主
党
定
期
党
大
会
及

び
特
別
表
彰
式
参
加
（
グ
ラ
ン
ド
プ
リ
ン

ス
ホ
テ
ル
新
高
輪
）

二
十
日
▼�（
公
社
）日
本
仏
教
保
育
協
会
新
年
懇
親
会

参
加（
ザ・プ
リ
ン
ス
パ
ー
ク
タ
ワ
ー
東
京
）

二
十
一
日
▼�

世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
年
次
総
会
出
席

者
見
送
り
（
関
西
国
際
空
港
）

二
十
二
日
▼�

世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
年
次
総
会
出
席

事
務
総
局
録
事

（
ス
イ
ス
・
ダ
ボ
ス
）（
～
二
十
七
日
）

　
　
　
　

▼�

第
五
回
財
団
創
立
六
十
周
年
記
念
事
業

準
備
委
員
会
開
催
（
明
照
会
館
）

二
十
三
日
▼
局
内
会
議

　
　
　
　

▼
無
料
法
律
相
談
室

二
十
四
日
▼�

浄
光
会「
第
二
十
五
回
新
年
総
会
」（
朝

粥
会
）
参
加
（
大
本
山
増
上
寺
大
殿
・

光
摂
殿
講
堂
）

　
　
　
　

▼
倉
島
麻
帆
氏
来
局

　
　
　
　

▼
Ｄ
Ａ
Ｔ
今
林
氏
他
来
局

　
　
　
　

▼
Ｎ
Ｔ
Ｔ
来
局

二
十
七
日
▼
劇
団
わ
ら
び
座
今
村
氏
来
局

二
十
八
日
▼�

第
六
回
理
事
会
開
催
（
明
照
会
館
）

　
　
　
　

▼�

全
日
本
仏
教
会
平
成
二
十
六
年
新
年
懇

親
会
開
催
（
ザ
・
プ
リ
ン
ス
パ
ー
ク
タ

ワ
ー
東
京
）

二
十
九
日
▼�InterFaith

日
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
催
記

者
会
見（
代
官
山
ヒ
ル
サ
イ
ド
テ
ラ
ス
）

　
　
　
　

▼�

あ
ち
は
吉
伸
前
衆
議
院
議
員
来
局

　
　
　
　

▼�

愛
媛
県
仏
教
会
髙
木
氏
他
来
局

三
十
日
▼�

人
権
問
題
連
絡
協
議
会
講
師
打
ち
合
せ

（�（
一
財
）交
詢
社
）

　
　
　

▼
局
内
会
議

三
十
一
日
▼��（
公
財
）国
際
仏
教
興
隆
協
会
第
五
回
理

事
会
出
席
（
増
上
寺
会
館
）

　
　
　
　

▼�

真
言
宗
豊
山
派
増
澤
総
務
部
長
来
局

　
　
　
　

▼�

自
由
民
主
党
中
根
一
幸
衆
議
院
議
員
及

び
党
本
部
岩
松
広
樹
氏
来
局

　

二
月
（
一
日
～
十
五
日
）

一
日
▼��（
一
財
）日
本
消
費
者
協
会
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
打
ち
合
せ
（
日
本
消
費
者
協
会
）

三
日
▼
Ｎ
Ｔ
Ｔ
来
局

四
日
▼�

平
成
二
十
五
年
度
加
盟
団
体
顧
問
弁
護
士
連

絡
会
開
催
（
真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
）

五
日
▼�

京
都
マ
ラ
ソ
ン
事
務
局
訪
問
（
京
都
マ
ラ
ソ

ン
事
務
局
）

　
　

▼�

本
会
理
事
長
・
浄
土
宗
豊
岡
宗
務
総
長
面
談

（
明
照
会
館
）

　
　

▼�

第
四
回
広
報
委
員
会
開
催
（
ホ
テ
ル
ア
ン
テ

ル
ー
ム
京
都
）

六
日
▼�

天
台
宗
一
隅
を
照
ら
す
運
動
総
本
部
長
横
山

照
泰
氏
他
来
局

　
　

▼�InterFaith

日
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
打
ち
合
せ

（
花
園
会
館
）

　
　

▼�InterFaith

日
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
マ
ス
コ
ミ
説

明
会
（
京
都
宗
教
記
者
ク
ラ
ブ
）

七
日
▼�（
一
財
）日
本
消
費
者
協
会
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
消
費
者
の
考
え
る
葬
儀
と
埋
葬
の
か
た

ち
」
講
演
（
Ｔ
Ｋ
Ｐ
渋
谷
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

セ
ン
タ
ー
）

九
日
▼�

民
主
党
二
〇
一
四
年
度
定
期
大
会
参
加
（
郡

山 

ホ
テ
ル
ハ
マ
ツ
）

十
日
▼
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｈ
若
狭
氏
他
来
局

　
　

▼
野
村
證
券
塚
嵜
氏
来
局

　
　

▼
妙
定
院
訪
問

十
二
日
▼�

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
「
新
門
様
感
謝
の
つ

ど
い
」
参
加
（
築
地
本
願
寺
、
ザ
・
プ
リ

ン
ス
パ
ー
ク
タ
ワ
ー
東
京
）

　
　
　

▼
局
内
会
議

十
三
日
▼�（
公
社
）全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
主
催
平
成

二
十
六
年
修
正
会
参
加
（
大
本
山
増
上
寺

大
殿
・
東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
）

　
　
　

▼
無
料
法
律
相
談
室

十
四
日
▼�InterFaith

日
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
催
（
夕

食
交
流
会
：
花
園
会
館
）

十
五
日
▼�InterFaith

日
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
催
（
特

別
交
流
イ
ベ
ン
ト
：
ホ
テ
ル
ア
ン
テ
ル
ー

ム
京
都
）

無料法律
相談室　
本会顧問弁護士の長
谷川正浩弁護士によ
る無料法律相談を毎
月第二、第四木曜日の
午後開催しておりま
す。本会事務総局03
（3437）9275へ事前予
約の上おいで下さい。
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※下記はデザインのみで、実物は下部に余白がございます 

※ミニサイズは横幅が半分のポスターを指します 

※サイズ・費用・申込方法等は本会 HP をご覧ください 

※2012 年以前のポスターは頒布終了いたしました 

 

 

 
 

 

 

 

2014 年春の花まつりポスター、好評頒布中です！ 

昨年の販売実績 No1 の「白象と仏旗」を初め、初の試みである、サイズ半分のミニポスターも、もちろんご用意して

おります。皆様の花まつりに是非ご活用ください！ 

 

 

 

昨年の販売実績 No1     サイズ感 No1      色の美しさ No1    わかりやすさ No1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沢山のお申込を頂戴し、誠に有難うございます！ 

お申込はお早目に。 

 

 

ポスター申込は右記 QR コード 

又は「全日仏」で検索 

※お申込の場合は、必ず本会 HP にて詳細をご確認ください。 

 

ポスター 好評頒布中！ 

ミニサイズ 

 

購入者の声 

〇これまでにないデザイン 

〇可愛いデザインが大変好評 

〇仏教的な感覚と子どもにも分かる 

購入者の声 

〇手軽なサイズで貼りやすい 

〇少ないスペースに最適 

〇値段が安く、たくさん買える 

購入者の声 

〇明るさと美しさが魅力 

〇お寺行事とわかりやすい 

〇どの宗派でも使える 

購入者の声 

〇稚児行列の告知に買った 

〇人間の顔は目を引く 

〇稚児の見本にもなった 

白象と仏旗 
白象と仏旗（短冊 Ver） 仏像 お稚児 

    

    

    

    
枚数限定の花ま
つり絵はがきも 
無料配布中！ 

◎本件に関するお問い合せ 

（公財)全日本仏教会 広報文化部 

TEL：03(3437)9275 FAX：03(3437)3260  

e-mail : kouho@jbf.ne.jp 
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